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 富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第１号 

   富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 富山県教育委員会行政組織規則（平成11年富山県教育委員会規則第３号）の一部 

を次のように改正する。 

 第７条第20号中「指定」の次に「、登録」を加える。 

 第８条第９号中「及び子ども手当」を削る。 

 第10条第３号中「、生徒指導」を削り、同条中第15号を第16号とし、第４号から 

第14号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年３月27日 
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 ⑷ 小中学校等及び県立学校等の生徒指導に関すること（他の所掌に係るものを 

  除く。）。 

 第15条の表富山県民生涯学習カレッジ地区センター運営会議の項を削る。 

 第59条第１項の表以外の部分中「において、」を「において」に改め、同項の表 

課長の項中「指揮監督する」の次に「（特定事項を担当する課長にあっては、特定 

事項を掌理し、教育長が指定する職員を指揮監督する。）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、公 

布の日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村 

が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布 

する。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第２号 

   富山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基 

   づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 富山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村 

が処理する事務の範囲を定める規則（平成17年富山県教育委員会規則第16号）の一 

部を次のように改正する。 

 第２条の表第１項第１号中「第７条第１項」を「第５条第１項」に改め、同項第 

２号中「第８条第１項」を「第６条第１項」に改め、同項第３号中「第８条第２項」 

を「第６条第２項」に改め、同項第４号中「第11条」を「第９条」に改め、同表第 

２項中「第10条の６第８項」を「第10条の６第９項」に改め、同項第２号及び第３ 

号中「第10条の６第３項」を「第10条の６第４項」に改め、同表第４項第５号及び 

第11号中「指定解除」を「指定の解除」に改め、同項第16号を同項第19号とし、同 
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項第15号中「県指定無形文化財」の次に「及び県登録無形文化財」を加え、同号を 

同項第18号とし、同項第14号中「富山県指定無形文化財認定書再交付申請書」を 

「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）認定書再交付申請書」に改め、 

同号を同項第17号とし、同項第13号を同項第16号とし、同項第12号の次に次の３号 

を加える。 

 ⒀ 条例第20条の２第４項の規定による県登録無形文化財の登録の通知に係る経 

  由事務 

 ⒁ 条例第20条の３第５項の規定による県登録無形文化財の登録の抹消の通知に 

  係る経由事務 

 ⒂ 条例第20条の４の規定による県登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出 

  の受理及び教育委員会への送付 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の表第１項及び第 

２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、 

公布する。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第３号 

   教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則 

 教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和34年富山県教育委員会規則第６号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「次の各号」を「次」に改め、同項第13号中 

「又は解除する」を「若しくは解除し、又は登録し、若しくは抹消する」に改め、 

同項第17号中「取下げ、」を「取下げ」に改める。 

 第３条中「前条第５号から第18号まで」を「前条第１項第５号から第18号まで」 
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に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、公 

布の日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県民生涯学習カレッジ条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、 

公布する。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第４号 

   富山県民生涯学習カレッジ条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県民生涯学習カレッジ条例施行規則（昭和63年富山県教育委員会規則第９号） 

の一部を次のように改正する。 

 第５条の見出しを「（富山県民生涯学習カレッジ運営会議）」に改める。 

 第６条を削り、第７条を第６条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

                       （教・生涯学習・文化財室）  

 

 

 富山県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第５号 

   富山県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 
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 富山県文化財保護条例施行規則（昭和38年富山県教育委員会規則第３号）の一部 

を次のように改正する。 

 題名の次に次の目次を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財及び県指定史跡名勝天然記念 

    物（第２条―第11条） 

 第３章 県指定無形文化財及び県登録無形文化財（第12条―第13条） 

 第３章の２ 文化財保護審議会（第13条の２・第13条の３） 

 第３章の３ 埋蔵文化財（第13条の４・第13条の５） 

 第４章 補則（第14条・第15条） 

 附則 

 第３条第１項中「又は県指定史跡、県指定名勝」を削る。 

 第11条各号列記以外の部分中「第11条ただし書」を「第11条第１項ただし書」に、 

「の一」を「のいずれか」に改め、同条第１号及び第２号中「き損」を「毀損」に 

改める。 

 第３章の章名中「県指定無形文化財」の次に「及び県登録無形文化財」を加える。 

 第12条中「及び第５項」を削り、「の保持者又は」を「の保持者若しくは」に改 

め、「とき」の次に「、又は条例第20条の２第２項の規定により県登録無形文化財 

の保持者若しくは保持団体を認定したとき」を加える。 

 第12条の２中「富山県指定無形文化財認定書再交付申請書」を「富山県指定無形 

文化財（富山県登録無形文化財）認定書再交付申請書」に改める。 

 第12条の３第１項中「で準用する条例第15条第４項又は」を「において準用する 

条例第15条第４項、」に改め、「第16条第５項」の次に「、条例第20条の３第３項 

において準用する条例第20条の２第４項又は条例第20条の３第５項」を加え、同条 

第２項中「第16条第６項」の次に「又は条例第20条の３第６項」を加える。 

 第12条の４第１項中「第17条」の次に「及び条例第20条の４」を、「県指定無形 

文化財」の次に「又は県登録無形文化財」を加え、同条第２項中「富山県指定無形 

文化財保持者故障届」を「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持者 

故障届」に改める。 
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 第13条第１項中「第17条」の次に「及び条例第20条の４」を加え、「富山県指定 

無形文化財保持者氏名等変更届」を「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化 

財）保持者氏名等変更届」に、「富山県指定無形文化財保持団体名称等変更届」を 

「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持団体名称等変更届」に、 

「富山県指定無形文化財保持者死亡届」を「富山県指定無形文化財（富山県登録無 

形文化財）保持者死亡届」に、「富山県指定無形文化財保持団体解散届」を「富山 

県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持団体解散届」に改め、同条第２項 

中「富山県指定無形文化財保持者氏名等変更届又は富山県指定無形文化財保持団体 

名称等変更届」を「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持者氏名等 

変更届又は富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持団体名称等変更届」 

に改め、同条第３項中「富山県指定無形文化財保持者氏名等変更届又は富山県指定 

無形文化財保持団体名称等変更届」を「富山県指定無形文化財（富山県登録無形文 

化財）保持者氏名等変更届又は富山県指定無形文化財（富山県登録無形文化財）保 

持団体名称等変更届」に改める。 

 第13条の４第１項各号列記以外の部分中「第20条の８」を「第20条の19」に改め、 

同項第１号中「第10条」を「第11条」に、「に備える博物館登録原簿に登録」を 

「の登録」に改め、同項第２号中「第29条」を「第31条第１項第２号」に改め、同 

条第２項中「第20条の８」を「第20条の19」に、「第17号様式」を「第18号様式」 

に改める。 

 第13条の５第１項中「第20条の９」を「第20条の20」に改め、同条第２項中「つ 

ど」を「都度」に改める。 

 第14条の次に次の１条を加える。 

 （登録簿等） 

第15条 県教育委員会は、第17号様式による登録簿及び認定簿を備え、写真等を添 

 付しておくものとする。 

 第12号様式中「富 文 認      号」を 

「富文認（富文登認）      号」に、「富山県指定無形文化財」を「富山県 

指定無形文化財（富山県登録無形文化財）」に改める。 

 第12号の２様式中「富山県指定無形文化財認定書再交付申請書」を「富山県指定 

無形文化財（富山県登録無形文化財）認定書再交付申請書」に改める。 
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 第12号の３様式中「富山県指定無形文化財保持者故障届」を「富山県指定無形文 

化財（富山県登録無形文化財）保持者故障届」に改める。 

 第13号様式中「富山県指定無形文化財保持者氏名等変更届」を「富山県指定無形 

文化財（富山県登録無形文化財）保持者氏名等変更届」に改める。 

 第13号の２様式中「富山県指定無形文化財保持団体名称等変更届」を「富山県指 

定無形文化財（富山県登録無形文化財）保持団体名称等変更届」に改める。 

 第14号様式中「富山県指定無形文化財保持者死亡届」を「富山県指定無形文化財 

（富山県登録無形文化財）保持者死亡届」に改める。 

 第15号様式中「富山県指定無形文化財保持団体解散届」を「富山県指定無形文化 

財（富山県登録無形文化財）保持団体解散届」に改める。      
 

 第16号様式⑵及び⑶中 ｢   指 定 書 の記 号 番 号   
｣ 
を 

 
｢   指 定 の 記 号 番 号   ｣ に改める。 

 第17号様式中「第20条の８」を「第20条の19」に改め、同様式を第18号様式とし、

第16号様式の次に次の１様式を加える。 
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第17号様式 

 ⑴ 無形文化財登録簿 
 

種類  

名称  

登録の記号番号  

登録年月日及び 
 
告示番号 

 
 
 
 

所在地  

保持者 
 
（保持団体） 
 
 
 

氏名 
 

（名称） 
 

生年月日 
 

（代表者名） 
 

 
住所 
 

事務所 
 

所在地 
 

認定年月日 
 

認定書の 
 

記号番号 

    

登録理由  

内容  

 
由来 
 
沿革 
 
保存の措置 
 
その他参考とな 
 
る事項 

 

 

備考  

 ⑵ 登録無形文化財保持者・保持団体認定簿 
 

種類  

名称  

登録の記号番号  

登録年月日及び 
 
告示番号 

 

所在地  

事項 
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認定書の記号番 
 
号 

 
 
 
 

認定年月日及び 
 
告示番号 

 
 
 
 

氏名 
 
団体名称 

 
 
 
 

芸名又は雅号 
 
代表者名 

 
 
 
 

生年月日 
 
発足年月日 

 
 
 
 

 
住所 
 
事務 
 
所所 
 
在地 
 

認定当時  

変更後（変 
 
更年月日） 

 

所属する機関又 
 
は団体の名称及 
 
び所在地 

 
 
 
 
 
 

経歴  
 

解除 
 
 
 
 

年月日及び 
 
告示番号 

 
 
 
 

理由  
 

備考  
 

 ⑶ 無形民俗文化財登録簿 
 

種類  
 

名称  
 

登録年月日及
び告示番号 
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所在地  
 

登録理由  
 

内容  
 

生活文化に及ぼ 
 
した影響又は特 
 
色 

 
 
 
 
 
 

 
由来 
 
沿革 
 
保存の措置 
 
行事期間 
 
その他参考とな 
 
る事項 
 

 

備考  
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条及び第11条の改 

 正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県文化財保護条例施行規則に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                       （教・生涯学習・文化財室）  

 

 

 富山県博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布 

する。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第６号 

   富山県博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県博物館の登録に関する規則（昭和27年富山県教育委員会規則第10号）の一 

部を次のように改正する。 

 第１条中「第11条」を「第12条」に改め、「登録を受けようとする者が地方公共 

団体であるときは」及び「、一般社団法人若しくは一般財団法人又は宗教法人であ 

るときは第２号様式」を削る。 

 第２条中「第10条」を「第14条第１項」に、「第３号様式」を「第２号様式」に 

改める。 

 第３条を削る。 

 第４条中「第13条第１項」を「第15条第１項」に、「第４号様式」を「第３号様 

式」に改め、同条を第３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （定期報告） 

第４条 法第16条の規定による定期報告は、第４号様式によるものとする。 
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 第５条中「第15条第１項」を「第20条第１項」に改める。 

 第６条各号列記以外の部分中「次の各号」を「次」に、「教育委員会」を「富山 

県教育委員会」に改め、同条第１号中「第10条」を「第11条」に改め、同条第２号 

中「第13条第２項」を「第15条第２項」に改め、同条第３号中「第14条第１項」を 

「第19条第１項」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第４号中「第15条第２項」 

を「第20条第２項」に、「をまつ
、 、

消」を「の抹消を」に改める。 

 第１号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第１条関係） 

博物館登録申請書 

事項 記載欄 

設置者の名称及び住所  

博物館の名称  

博物館の所在地  

  博物館法第12条の規定により下記の書類を添付して、上記のとおり登録を申請 

 します。 

    年  月  日  

                       代表者氏名          

  富山県教育委員会 殿 

記 

 １ 館則の写し 

 ２ 地方公共団体が設置する博物館にあつては、当該博物館の設置条例 

 ３ 地方公共団体以外の法人が設置する博物館にあつては、当該法人の登記事項 

  証明書 

 ４ その他博物館法第13条第１項各号に掲げる基準に適合していることを証する 

  書類 
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 第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とする。 

 第４号様式中「（第４条関係）」を「（第３条関係）」に、「第13条第１項」を 

「第15条第１項」に改め、同様式を第３号様式とし、同様式の次に次の１様式を加 

える。 
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第４号様式（第４条関係） 

博物館定期報告書 

事項 記載欄 

設置者の名称及び住所  

博物館の名称  

博物館の所在地  

  博物館法第16条の規定により運営の状況を説明する書類を添付して、上記のと 

 おり報告します。 

   年  月  日 

                      設置者 氏名          

  富山県教育委員会 殿 
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 第５号様式中「第15条第１項」を「第20条第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県博物館の登録に関する規則に定める様式による 

 用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                       （教・生涯学習・文化財室）  

 

 

 富山県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、公 

布する。 

  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会規則第７号 

   富山県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県教育職員免許状に関する規則（昭和43年富山県教育委員会規則第８号）の 

一部を次のように改正する。                         
 

様式第２号（表）中 

｢ 
事   由 

(休職・産休・育休・病休の別) ｣ 

を 

｢ 
事   由 

(休職、産休、育休、病休等の別) ｣ 

に 

改める。 

 様式第２号の２中     
 
｢    勤務期間：      年  月  日から    年  月  日まで 

              年  月  日から    年  月  日まで 

              年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで  
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                  年  月  日から    年  月  日まで 

                 年  月  日から    年  月  日まで 

   ※ただし、産休･育休･病休等の休職期間を除く。 

  実労働時間：           時間 」 

を                                     
 
｢  勤務期間 実労働時間 職名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
｣ 

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

年 月 日から   年 月 日まで 時間  

勤務しなかつた期間 事由（休職、産休、育休、病休等の別） 

年 月 日から   年 月 日まで  

年 月 日から   年 月 日まで  

年 月 日から   年 月 日まで  

に改め、同様式（注）中「4320時間以上」を「 4,320時間以上（新特例を適用する 

場合は加えて２年かつ 2,880時間以上）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県教育職員免許状に関する規則に定める様式によ 

 る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                            （教・教職員課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表す 

る。 
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  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会訓令第１号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

   富山県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会文書管理規程（昭和62年富山県教育委員会訓令第１号）の一部 

を次のように改正する。 

 第31条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育長が別に定める施行する文書に公印を押印す 

 るときは、決裁文書（電子決裁に係るものに限る。）における第１項の認印の押 

 印を省略することができる。 

 第35条第３項中「もの」の次に「又は教育長が別に定める方法により文書管理シ 

ステムにおいて施行年月日が分かる電子文書（教育長が別に定めるものに限る。） 

が添付されたもの」を加える。 

 第51条の２第１項第５号中「富山県個人情報保護条例（平成15年富山県条例第１ 

号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」に、「富山県個 

人情報保護条例第19条各項」を「個人情報の保護に関する法律第82条各項」に、 

「同条例第30条各項」を「同法第93条各項」に、「同条例第38条各項」を「同法第 

 101条各項」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第51条の２の改正規定は、令和５ 

年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県立学校文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表する。 
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  令和５年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

富山県教育委員会訓令第２号 

                                県立学校  

   富山県立学校文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県立学校文書管理規程（平成４年富山県教育委員会訓令第６号）の一部を次 

のように改正する。 

 第11条第３項中「主務者に」を「主務者」に改める。 

 第28条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育長が別に定める施行する文書に公印を押印す 

 るときは、決裁文書（電子決裁に係るものに限る。）における第１項の認印の押 

 印を省略することができる。 

 第32条第３項中「もの」の次に「又は教育長が別に定める方法により文書管理シ 

ステムにおいて施行年月日が分かる電子文書（教育長が別に定めるものに限る。） 

が添付されたもの」を加える。 

 第44条の２第１項第５号中「富山県個人情報保護条例（平成15年富山県条例第１ 

号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」に、「富山県個 

人情報保護条例第19条各項」を「個人情報の保護に関する法律第82条各項」に、 

「同条例第30条各項」を「同法第93条各項」に、「同条例第38条各項」を「同法第 

 101条各項」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第44条の２の改正規定は、令和５ 

年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  
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